
                      

 設立趣旨 

「こんにちは」と明るく声をかけ、たすけあいは気

楽に。こんにちわの“わ”はなごやかな和、地域に

広がるたすけあいの輪。困った時はお互い様、でも

実際は助けたり助けられたりは難しいものです。 

何回も頼むのは申し訳ない、お礼はどうしようか、

こんな理由で人様にご迷惑はかけられない。一方、

助ける側にも心の中にこんな思いが起こります。お

困りの様なので声をかけたいけれど出しゃばりだ、

お節介だと思われないかしら、お礼を頂いて困って

しまった。頼まれたけれど他に用事があってお断り

した。気を悪くされなかったかしら。双方の心の葛

藤はかなりのものです。昔ながらの助けあいをその

まま復活できるものではありません。でも、たすけ

あいの仕組みは必要だと20人ほどの主婦があつまり

設立いたしました。新聞に掲載されてから高齢の方、

介護されている方から大きな反響があり、当時、行

政ヘルパーさんが手掛けなかった介護までお引き受

けするようになりました。 

 

沿革 

1988 年 会員同士の助け合い組織として設立 

1994 年 県たすけあい連絡会に参加 

1995 年 花園 1 丁目に事務所兼介護用品店ｵｰﾌﾟﾝ 

2000 年 特定非営利活動法人格取得 

     介護保険事業サービス実施 

2004 年 千葉市おむつ給付指定事業者となる 

2005 年 生活保護指定事業所となる 

     身体障害者支援 知的障害者支援 

     児童福祉支援事業 

2006 年 障害者自立支援法指定事業所となる 

2015 年 サロンこんにちわを始める 

2016 年 土曜サロンこんにちわ 

    （認知症カフェ）を始める 

 

 
 

 

 

 

 

花園陸橋沿にあります 

 

 

 

 
特定非営利活動法人 

たすけあいこんにちわ 
 

  〒２６２－００２５  

千葉市花見川区花園 1-6-7 

TEL ０４３－２９６－３２２１  

FAX ０４３－２９６－３２４３ 

平日 ９：００～１８：００ 

           （年末年始 夏季休日あり） 

 

ホームページ 
http://www.geocities.jp/tasukeaikon/akusesu.html 

 

 

 

たすけあいこんにちわ 
 

    

利用する方が 

どのように暮らしたいか 

どう生きたいか 

  

その方の自分らしい暮らしを支えることが 

こんにちわのモットーです 

 

これまでに何度も耳にした 

「こんにちわに出会って良かった」という 

利用者さんの声は何よりの財産です。 

 

利用したい方 ボランティアをしたい方 

介護の仕事に関心のある方 

連絡をお待ちしています。 
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たすけあいサービス事業 

 

生活の暮らしの中で困りごとを会

員同士お互いさまの精神でたすけあ

います。（有償ボランティア活動）     

家事援助、外出介助、通院介助、話し

相手などいろいろ相談に応じます。 

お手伝いの謝礼（利用料） 

1 時間：1,200 円 

30 分追加毎に 600 円 

（交通費実費を頂く場合があります） 

入会金 1,000 円 

年会費 1,200 円 

サービスを受ける方も提供する方も

同じ会費です。 

この街で いつまでも自分らしい暮らし方をするために 

あなたはどんな手助けを望みますか。 

あなたにもできます 誰かのためにちょっとしたお手伝が。 

車椅子の貸出 １日 200 円 
 

 

 

簡易福祉用具の販売 

自助具・杖・下着・寝巻

室内履きなど 

 一般：１割引き 

 会員：２割引き 
 

 

土曜サロンこんにちわ：認知症カフェ 

第３土曜日 1:30～3:30 

 

 

 

サロンこんにちわ 

水曜日 1:30～3:30 

 

 

 

 

） 

 

 

 

手作り小物の販売 
 

介護保険居宅サービス事業 
（ケアマネージャーのプランに従って

提供します） 

障害者総合支援法に基づく自立支

援居宅介護・地域生活介護事業 

（相談支援専門員にご相談ください） 

千葉市エンゼルヘルパー派遣事業 

（保育支援課に申請してください） 

千葉市生活用具給付事業 
（おむつ・シルバーカー・電磁調理器） 

（高齢福祉課に申請してください） 


